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該当法令 法第 2 条第九号の二ロ，法第 27 条，法第 64 条，令第 112 条第 9 項 
 
 

階段室型共同住宅の階段室の開口部の取扱い 
 

                         
 階段室型共同住宅において、階段室の出入口及び階段の踊場で外気に有効に開放されてい

るものは、屋外から階段への出入口及び階段の踊場に法第２条九号の二ロ、第 64 条に規定

する防火設備等の設置を要しない。 
 
 
 
   
 
 
     
 
        
 
 
 
 
 
 
 
解説 

階段室型共同住宅において、屋外から階段への出入口及び階段の踊場で外気に有効

に開放された部分を外壁の開口部とはみなさない。 
また、令第 112 条第 9 項が適用される建築物は、各住戸部分と階段部分を令第 112

条第 14 項第 2 号に規定する防火設備等により区画しなければならない。 
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